令和７年度第２回大阪府市文化振興会議　議事概要

◆日　時：令和7年11月17日（月）10時30分から11時30分まで
◆場　所：大阪市役所　本庁舎 屋上階（P1階）共通会議室
◆出席委員：橋爪会長、片山副会長、志村委員（オンライン）、沼田委員、原委員（オンライン）、
広瀬委員、宮崎委員、村上委員

【概　要】
１　会議の成立について
（事務局）
・委員10名中8名の委員の出席により、会議が有効に成立していることを報告

２　次期文化振興計画（答申案）の検討について
(橋爪会長)
・令和７年6月16日に開催した令和7年度第1回大阪府市文化振興会議では、府市それぞれの次期文化振興計画の素案について審議し、各施策や評価指標などについてご意見をいただいた。その後、ワーキング部会を開催し、片山副会長、原委員、宮崎委員とともに、各委員のご意見を踏まえつつ、具体的な内容について、再度検討を行った。本日は、検討結果を踏まえ、次期計画の答申案を作成しており、審議会としての答申をとりまとめたい。
・事務局から、文化振興計画ワーキング部会で作成した答申案について、説明願う。

(事務局)
（大阪府…「資料3－1」「資料3－2」「資料５」に基づき説明
大阪市…「資料4－1」「資料4－2」に基づき説明）

(事務局)
・資料4-1の表紙に記載している、「目指す将来像」のサブタイトル「多様でありながらも、ひとつにつながる未来へ」について。前回の会議までは、大阪・関西万博のテーマより「文化芸術がいのち輝く未来をつくる」を案としていたが、万博終了後、５年経っても市民の方々を始め、皆さまに伝わるような普遍的な言葉とできないかと検討し、９月の文化振興計画ワーキング部会で相談させていただいたところ、「『いのち』に込められた意味を重んじるべき」「万博閉幕時の大阪・関西万博宣言を参考にしてはどうか」などのご助言をいただいた。ご助言を受けて、令和７年10月13日に発表された万博宣言の中の「多様でありながら、ひとつ」というメッセージと、「多様でありながらも、ひとつにつながり、対話し、共働し」というフレーズを含む結びの文章から、このたびの修正案を作成したところ。万博宣言にある「多様でありながら、ひとつ」という言葉は、世界における文化は多様だが、大屋根リングに体現されたようにひとつにつながっている、様々な価値観の人々がいても、世界は分断されるものではない、というメッセージだと考えている。次期文化振興計画においては、多様な人々が文化芸術を共創し、一人ひとりがその多様性を尊重されながら人生を送ることができる、そのような都市になる、ということが「多様でありながらも、ひとつにつながる未来」であり、万博のテーマ「いのち輝く未来」が昇華された、レガシーにつながる言葉と考え修正案としたものである。
・今後のスケジュールについて。本日は、先日の令和７年度第１回大阪府市文化振興会議で頂戴したご意見を踏まえて、9月に行われた計画検討ワーキング部会で整理して作成した答申案についてご審議いただき、答申案の内容を概ね確定させるところまでお進めいただきたい。本日お配りしている答申案については、ご覧のとおり、補足事項なども記載されたままのものであるので、本日の会議終了後、後日、事務局で清書や体裁の整えなどを行い、最終、この会議を代表した答申として、橋爪会長から受領できればと考えている。
・答申の受領後、府市では、正式に府市の計画として策定するための手続きを進めていくが、その中で、府市それぞれで住民の皆様からのパブリックコメントを募る。前回計画の策定時は、2月上旬から3月上旬にかけてパブリックコメントを行ったが、今年はそれより少しでも早く開始できればと考えている。パブリックコメントでいただいたご意見については、必要に応じて次期計画の内容に反映した上で、３月に今年度3回目の大阪府市文化振興会議を行い、その中で正式に計画として策定する、という流れを予定している。

(橋爪会長)
・事務局からの説明について、各委員からご意見、ご質問はないか。

（片山副会長）
・私は計画検討ワーキング部会にも参加をしており、今回の答申案をまとめあげるプロセスにも関わらせていただいたが、よく検討をされた上での答申案になっているかと思う。特に、ここをこう修正すべきというようなことは現時点で私からは無い。新しいサブタイトルも、とてもいい形で、メッセージ性のあるものになっていると思われる。今後の手続きとして、パブリックコメントも行っていくことになるわけだが、大阪府民の方々、大阪市民の方々からご理解を頂けるよう、きちんと説明をしていくことが重要で、このように長い答申というよりは、もう少し簡単な概要版というか、わかりやすいメッセージのあるものを付して、パブコメにかけることが重要かと思う。
・皆さまご承知の通り、日本がおかれている状況をみると、中国との関係も悪化しており、国レベルでも「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」が行われたり、担当大臣が置かれたりという状況になっている。こうした状況と、大阪がこのたびの万博を通じて実現してきたこととは少し相容れないというか、全国的には逆のベクトルに向かって進んできているという流れがある。こうした中で、大阪は異文化理解や共生といった観点で万博を実施し大きな成果を得てきたのだ、そして今後もそういったレガシーを大切にしていくのだという、多様でありながも、１つにつながっていく未来を目指すのだということに対して、府民や市民の方の賛同を得ていくような語り方をしていくことがとても重要なのではないかと思っている。

(宮崎委員)
・私も計画検討ワーキング部会に参加させていただいて、この答申案をつくるプロセスにご一緒させていただき、色々な意見を出させていただいて、それについて事務局でしっかりと反映をしていただけており、良くアップデートがなされたものになっているかと評価している。会議の場では、文化芸術の現場の意見や状況を踏まえてしっかりと検討しているプロセスはあるが、府民や市民の方々、特に文化芸術関係者に対しては、何を考えてこういう内容になったのかということが伝わりづらいところもあるかと思うので、パブコメを実施する際には、どういう背景があってこのような計画案がまとめられたのかということについて説明する場や共有する場を持ってもいいのではないかと思っている。

(広瀬委員)
・全体的には、内容については特に異論のないところ。ただ、細かいことにはなるのだが、大阪市のほうの答申案について、全体的に一つの文章がとても長いところがある。特に、「目指す将来像」について、内容については全く異論無いが、少し文章が長すぎるところがあると思われ、読んでいる人が「あれ、何の話だったっけ」と思ってしまいかねない状態になっていないかという点が懸念される。例えば１文を２つの文章に分けるなどを検討してもよいのではないだろうか。このような行政の文書というものに対して、市民の方々の中には、「読むのがしんどいな」と思う方もいらっしゃるかと思われる。特に冒頭はしっかりと読んでほしいところであり、そこでつまづかれてしまうと、その後もきちんと読んでくれるだろうかという懸念があるので、長い文章は２つに切るなど、読みやすい形に配慮してもらえれば、と感じている。

(橋爪会長)
・最終的に今日のご意見を受けて答申案をまとめる際、可能な範囲で工夫をしたいと思う。

(村上委員)
・最近、私は大学の授業でユニバーサルデザインの話をずっと取り上げている。今回の答申案は、とてもわかりやすいものだと思うが、ハンディキャップに対する配慮はどうか。例えば老化に従って、耳が遠くなり、目も悪くなっていってしまう。それが障がいになってしまったりするし、例えば外国人の方々が色々な芸術文化の催し物に行くときに、その会場までのユニバーサルなサインが整備されているかということもある。こういったことへの配慮は、本格的にやろうとすると、ものすごくお金がかかるものだが、自分がこれまで手掛けてきたイベントの中でも、そういった人たちを切り捨ててこなかったかと、自分自身が思っているところ。今回の計画の中に、そうした観点やユニバーサルな考え方も含みながら、具体化していくという内容が、少しあってもいいんじゃないかと考えている。とは言っても、それは「大きなお金をかけて道路をこうすべき」というレベルではなく、できることからやっていけばいいと思うのだが。

(橋爪会長)
・事務局としてはいかがお考えか。

(事務局)
・いま村上委員からお示しいただいた点については、例えば、大阪府のほうの答申案でお示しすると、資料3－1の11ページの「①あらゆる人々が文化を享受し、いきいきと活動できる都市」というところで記載をしており、「年齢・障がいの有無・経済的な状況又は居住する地域にかかわらず」と明示した上で、全ての人々に対して文化芸術を提供していくようなイメージを記載している。
・また、13 ページ①に、今申し上げたところへの具体的な取組みを記載しており、「あらゆる人々が文化芸術を鑑賞、参加、創造できるような環境の整備や、みんなで大阪の文化芸術を支え、育てる意識の醸成などに取り組みます」という文言や、「高齢者や障がい者に対して、文化芸術活動が活発に行われるような環境の整備に努めます」という文言、外国人の方への文化芸術体験機会についても、「外国人などに対して、文化芸術を通じた相互理解や国際交流につなげるため、文化関係施設等の多言語化の推進や文化芸術の体験機会の充実に努めます」とすでに記載している。
　・ただ、今しがたの村上委員のご意見や、先程の広瀬委員のご意見の、「大阪市の計画が少し読みづらかったりして、全ての人に読みやすいものになっていないのではないか」というご意見をいただいたので、最終的に府の計画についても、例えばユニバーサルフォントの採用を検討するなど、より多くの方々人々に読みやすいような形で最終的な計画の体裁などを工夫していくことができればと思う。
・大阪市の答申案についても、いま、大阪府から説明のあった「目指す将来像」や「基本理念」の部分については同様の内容・同じ趣旨でまとめさせていただいている。今後、どのように読みやすく、わかりやすくしていくかというところは、大阪府とも相談をしながら対応させていただきたいと思う。

(村上委員)
　　 ・そうした文言がすでに書かれていることは理解している。ただ、おそらく、一般の方々の中には、そこまで読み込まない人もおられるかと思うので、ユニバーサルデザインなどについても配慮していくのだ、ということをわかりやすく示すことができればベストかと思うのだが。

(橋爪会長)
・「障がい者による文化芸術活動の推進に関する法律に基づく『大阪計画』」は、大阪府がまとめられていたかと思うが、大阪府の文化振興計画とはどのような関係になるものか。

(事務局)
・大阪府の「障がい者による文化芸術活動の推進に関する法律に基づく『大阪計画』」は、福祉部が取りまとめているものである。国では、障害者文化芸術推進法に基づき、「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(第２期)」というものを策定しており、「『大阪計画』」は、その国の計画を大阪府としての施策に落とし込むために、大阪府としてはどうしていくのかというような方針を整理した計画になっている。
・大阪府の中の文化芸術に関する取り組みは色々あるが、例えば府民文化部と福祉部の住み分けについて言うなら、府民文化部の文化課では幅広く府民全体に対しての文化施策を実施しており、福祉部の自立支援課では、障がい者による文化芸術活動に特化した施策を行っている。例えば、障がいのある方を対象としてダンスや演劇を体験していただくワークショップや、障がいのある方の作成されたアート作品を集めた展示会を開催してより広い活用を図っていく事業など、障がいのある方に特化した事業を展開している。

(村上委員)
・そうした今の住み分けは、おそらくそれはそれで正しいものかと思うが、ちょうど今行われているデフリンピックを例に挙げれば、障がいの有無を気にせずに、誰もが参加できる世界を実現したいという目標があるのではないかと思う。日頃、私は学生たちにも、若くて健康なうちはそのような観点を持ちづらいかもしれないが、高齢になれば体に変調が起き、それが障がいとなるのだということを考えてイベントをつくるべきだと指導している。
・外国人についても、彼らがマナーを守らないという批判の的になるのは、どのようなマナーがあるかを知らないからであって、例えばイベントの際にピクトグラムの掲示を増やすなど、できることはあると思うのだが。

(橋爪会長)
・原案にさらに追記するか否かについては、会長預かりとさせていただきたい。事務局とも相談しながら考えてみたいと思う。

(村上委員)
・承知した。

(志村委員)
・新しくサブタイトルに示された「ひとつにつながる」が多様性や包摂性の理念に反するという意見もありうると思う。目立つ部分なので、本文に示された理念がきちんと伝わるよう、全体を読みやすくした上で公表されることを期待したい。もし、英訳する機会があるのであれば、”one”という単語を使わないほうがよいと思う。”united with diversity”などの案を提示したい。

(橋爪会長)
・「多様でありながらもひとつ」ということをどう説明していくか、という観点からのご意見かと思う。

(片山副会長)
・先ほども少し言及させていただいたが、現在、国レベルで「秩序ある共生社会」という言葉が使われており、そういうものとの関係はとてもデリケートなので、慎重に言葉を選んでいく必要があるかと思う。大阪が万博を通じて実現したことというのは、本当に価値のあることだと思っている。先週ちょうど日本アートマネジメント学会の全国大会があり、落合陽一氏が講演をされていた。落合氏は皆さまご承知の通り「null²（ヌルヌル）」というパビリオンを本当に精力的に手掛けられたわけだが、講演の中では、やはり万博ではそこかしこで国際協調が行われ、本当にいろいろな人たちとのつながりができたということを仰っておられた。そうしたことを大阪は誇るべきであり、そのレガシーを大事にしていくということが重要である。そのあたりをうまく伝えられるようにできればいいのだが。

(沼田委員)
・府市双方の答申案で「年齢・障がいの有無・経済的な状況・居住する地域などにかかわらず」といった文言が出てくるが、国籍には触れないのか。
・また、大阪府のほうの答申案で、11ページに「ウェルビーイングが向上する社会」「様々な価値の向上を図る」「都市魅力が向上した大阪」というように、「向上」という単語が散見されるが、そこまであらゆるものを「向上」させなければならないものなのか。というのも、答申案の中には、大阪にはすでに魅力があるということも記載しているわけである。例えば、日頃、私がアーツカウンシル委員として助成金審査などをしていても、申請者がもっと彼らの活動をよいものにしようとして頑張りすぎた結果、本来もう少しあるべき、文化芸術活動そのものの楽しさなど、ゆったりと楽しむという要素を犠牲にしてしまっているように思われる場合もある。そもそも「向上」を目指して頑張る、という思想が、今の時代に、果たしてそこまで重要なのか、もちろん重要だとは思うのだが、そこまで強調しなければならない必要性があるのだろうかと感じる。
・もう一点お伺いしたい。「ウェルビーイング」という単語が目立つような気がするが、ウェルビーイングはそもそも入れなくてはいけない文言なのか。

（片山副会長）
・居住する地域、という文言は文化芸術基本法の第２条第３項の記述を引用して書かれている。文化芸術基本法が「国民は…」と国民の権利を規定しているので、国籍はそこには入らない。自治体の計画であるということを鑑みれば、国籍にかかわらず、外国人の方も住民登録をされているので、国籍と入れることも可能かと思われる。他の自治体でも入れている例もある。

（村上委員）
・国籍について言及するのであれば、宗教についてはどうか。日本人では仏教徒が多いかもしれないが、外国人は、様々な宗教を信仰しているかと思う。そのあたりについても丁寧に書いてもよいのではなかろうか。

（橋爪会長）
　 ・宗教については、憲法の中で信条の自由は保障されており、言わずもがな、というところもあろうかと思われ、国籍と並列に扱うべきかどうかは難しいところかと思われる。答申の最終版を作成する際、事務局と相談したい。

(事務局）
・ウェルビーイングという観点については、今回の計画への答申案をまとめるまでに、委員の皆さまには令和６年度から長らくご議論いただいているところだが、その中で委員の皆さまのご意見の中からウェルビーイングについてのご意見が出され、答申案はそれを反映したものとなっている。
・また、先ほどの沼田委員のご意見についてだが、「今ある状態を維持していくということでもいいのではないか、今よりもレベルを上げていこうということをそこまで強調して言わなくてもいいのではないか」というご趣旨かと解釈しているが、行政として施策を立案・実施していく中においては、現状維持になりがちなところもありつつも、もちろんできる範囲で、ということにはなるが、今できていないことをできるようにしていくなど、より上を目指していかなくてはいけないというところもあるので、「向上」という言葉に落とし込んでいるところ。

（沼田委員）
・よくわかった。「向上」という語彙について、私としては、「これまでとは違うものにしていく」というニュアンスに感じてしまい、今すでにある良いものや、これまでのつながりなどの破壊にならなければよいが、という懸念があったので発言させていただいた次第である。

（片山副会長）
・ウェルビーイングについての議論も結構させていただいたかと思うが、ウェルビーイングの対義語というか、対照になっているのはウェルフェアという考え方かと思う。20世紀的な、つまり、給付型の福祉で人々を幸せにするという考え方があり、かつてはそれを目指してきたかと思うが、今はWHOを始めとして、国際的にも、人はそのように給付されることによって幸せになるのではなく、よりよく生きることを目指すという考え方になってきており、福祉についての考え方もウェルフェアからウェルビーイングに変化している。そういう意味では、「ウェルビーイング」にも、そもそも”well”というところに「向上」というニュアンスが入っているところ。ウェルビーイングの実現というか、実現してさらにそれをもっといいものにするというところまで書くかという違いであり、対比されているのは要するに、給付型福祉のウェルフェアではなくて、やはり一人一人がきちんと社会参加して幸せになっていくというところを目指すということで、「向上」というところをより強調しているところかと思う。

（沼田委員）
・「ウェルビーイング」の”well”はそこまで気にならなかったが、例えば「都市魅力を向上」するというのは、具体的にどのようなことなのか、ビルがたくさん建っているということでもないはずだし…、と気になっていたところである。

（橋爪会長）
・「都市魅力が向上」という文章については、「都市としての魅力に、まだまだ伸ばしていく余地がある」というニュアンスを表しているものだが、ウェルビーイングに関しては、「向上」でなく「実現」等の言葉に置き換えることも可能かと思うので、答申を整える際に検討したい。

（原委員）
・とても細かいところで恐縮だが、府のほうの答申案の資料3－1の16ページについて。「①文化芸術拠点の充実や機能強化」というところにおいて、府の施設については上方演芸資料館や江之子島芸術文化創造センターについて名前を挙げて記載しているが、市の施設について言及がないのは何故なのか。

（橋爪会長）
　・府の計画では府の所管施設について記載しており、市の所管施設については市の計画に記載するという、住み分けによるものである。

（原委員）
・ご説明いただき理解できた。府のほうの答申案に「市町村との連携の強化」という文言があり、大阪市の施設や大阪市民に関しても含めて書かれるものかと思ったのだが、住み分けによるものだと言われれば納得がいく。

（橋爪会長）
・「市町村との連携」については、もちろん大阪市との連携も含まれているものである。
・皆さまから色々なご意見を頂戴したが、時間のこともあるので、ここで議論は締めさせていただき、ご指摘いただいた点などについては会長預かりとさせていただいて、事務局と相談の上、必要に応じて修正等を行い、後日、私から知事・市長宛てに答申を提出させていただくこととしたい。ご了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。


３　その他
（橋爪会長）
・委員の皆さまからは、他に何かご意見、ご質問等はないか。特段のことがないようであれば、本日の議事はこれで終了したい。委員の皆さまにおかれては、タイトなスケジュールにもかかわらず、答申の作成にあたり、昨年から大変貴重なご意見をいただき、また、本日まで会議の円滑な進行にご協力をいただき、誠にありがとうございました。

―　以上　―
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